
別紙１ 
 
 

令和元年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解 

 

令和元年７月 30 日 

 

１ 令和元年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額とす

る。 

 

令和元年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安 

 

ランク 都道府県 金額 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 28 円 

Ｂ 
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、

兵庫、広島 
27 円 

Ｃ 
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、 

和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 
26 円 

Ｄ 
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、

佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
26 円 

 

２（１）目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成 29 年全員協議会報告

の３（２）で合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、特に地方最低賃金審議

会における自主性発揮が確保できるよう整備充実や取捨選択を行った資料を基に

するとともに、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」及び「成長戦略実行計画・

成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」に配意

した調査審議が求められたことについて特段の配慮をした上で、総合的な審議を

行ってきた。 

    今年度の公益委員見解を取りまとめるに当たっては、①賃金改定状況調査結果

第４表のうち、特にＤランクの賃金上昇率が、最低賃金が時間額のみで表示される

ようになった平成 14 年以降最大であることや、②春季賃上げ妥結状況が昨年度に

引き続き２％を超える高い水準であること、③消費者物価の上昇傾向が続いてお

り、今後も引き続き上昇することが見込まれていること、④名目 GDP 成長率は年

率３％に及ばず、また、影響率は引き続き上昇傾向にあるものの、有効求人倍率が

全ての都道府県で１倍を超え、就業者数も増加傾向にあるほか、失業率の低下や倒

産件数の減少が見られるなど、最低賃金引上げが雇用情勢等に大きな影響を与え

ているとまでは言えないこと、⑤地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域

別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き続き上昇させていく必要がある



ことに加え、⑥最低賃金を含めた賃金の引上げにより、可処分所得の継続的な拡大

と将来の安心の確保を図り、さらに消費の拡大につなげるという経済の好循環を

継続・拡大させることや非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められている

ことを特に重視する必要があること等、様々な要素を総合的に勘案し、検討を行っ

たところである。 

  目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低

賃金の審議に際し、目安を十分に参酌することを強く期待する。また、中央最低賃

金審議会が地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを

要望する。 

 

（２）生活保護水準と最低賃金との比較では、前年度に引き続き乖離が生じていない

ことが確認された。 

  なお、来年度以降の目安審議においても、最低賃金法第９条第３項及び平成 29 年

全員協議会報告の３（２）に基づき、引き続き、その時点における最新のデータに

基づいて生活保護水準と最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認する

ことが適当と考える。 

 

（３）来年度以降の審議においては、消費税増税の影響による物価変動等の状況を勘

案するとともに、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境整備のため、今後

政府において効果的かつ思い切った支援策が講じられることを前提に、それらが

適切に反映される水準について議論を行うことが必要である。 

 

（４）最低賃金引上げの影響については、平成 29 年全員協議会報告の３（２）及び

４（３）に基づき、引き続き、影響率や雇用者数等を注視しつつ、慎重に検討して

いくことが必要である。 

 

 


